
● それぞれの事業所の状況に合わせて、上記の予防段階の対策をバランス良く

行うことが必要です。

● 第一次予防を重点的に行うことで、不調者を発生させない「いきいきとした

職場づくり」を行うことが大切です。

＜具体例＞
・管理監督者が不調者への対応法を身につける
・問題発生時の対応チャートの作成
・相談窓口の設置
・ストレスチェック など

メンタルヘルス対策には、３つの予防段階があります。

＜具体例＞
・復職支援 など

メンタルヘルス対策

＜具体例＞
・職場改善の話し合いや実行
・メンタルヘルス知識の研修、啓蒙
・ストレスチェック（集団結果の活用）など

メンタルヘルス対策の分類

第三次

予防
病気発症後

の対応

第二次予防
不調者の

早期発見・早期対応

第一次予防
不調者を発生させないための予防

なんらかの精神的問題が発生した場合、

それ以上悪化することを防ぐこと

軽症の段階で治療等の適切な対応をとる

ことで、本人と事業所の負担を最小限に

防ぐこと

職場のストレス要因を減らし、働きやす

い職場づくりを行うこと。また、従業員

のメンタルヘルスの知識の底上げをはか

ること

効果的なメンタルヘルス対策のために

～対策方法についてのご案内～



予防段階に応じたメンタルヘルス対策（例）

第一次予防

ストレス・マネジメント

こころの健康に影響する「ストレ

ス」の基礎知識や、ストレスとうま

く付き合うコツ（ストレスマネジメ

ント）の知識の習得

ハラスメントとコミュニケーション

職場のストレスでよく挙げられる

「人間関係」を円滑にするためのコ

ミュニケーション法の習得や、ハラ

スメントの知識などの習得

職場環境改善

働きやすい職場にするための具体的

な対策を部署や事業所単位で決定し、

実行に移すことで、精神的健康や生

産性を高めることを目指す

メンタルヘルス対策の方針作成

メンタルヘルス対策に対する事業所

の方針作成・メンタルヘルスに対す

る啓発活動（ポスターなど）

第二次予防

メンタルヘルス不調者への対応方法

心の不調を感じている従業員（部

下）に接する際のポイントや、ここ

ろの病気についての知識の習得

相談窓口の設置

メンタルヘルスの問題が起きた時の

相談窓口の設置・啓蒙活動

不調者への対応マニュアル作成

問題が起きた場合の対応フロー

チャートや、休職になった場合の対

応の取り決め（社内規定の作成）

ストレスチェック

各個人のストレス状態を測定し、不

調の早期発見の手掛かりとする。ま

た、職場のストレス要因を調査する

ことで、職場環境改善の手掛かりと

しても利用できる（一次予防として

の利用）。

第三次予防

復職支援

不調者の職場復帰に向けた職場環境の整備や試し出勤の導入

復帰時の社内規定の作成など



対策が適切かどうか、定期的に確
認し、改善点をみつけましょう。
改善が必要なら、新しい計画を立
て、実行していきましょう。

計画に基づいた対策を実行してい
きましょう。

職場の状況を把握し、各職場にあわせたメンタルヘルス対策を行っていき
ましょう。

Plan

職場の現状確認 計画立案

Check
Action Do

対策の確認・改善 対策の実行

自社のメンタルヘルス対策の状況
や、職場のストレス状況を確認し
ましょう。

調査の結果をもとに、職場毎に必
要なメンタルヘルス対策を行って
いきましょう。

メンタルヘルス対策の流れ（例）

現時点でのメンタルヘルス対策の状況と職場

状況をもとに、必要なメンタルヘルス対策を

行っていきましょう。

（例）職場のサポートが低い

⇒コミュニケーション研修 など

（例）高ストレスの労働者が多い

⇒セルフケア研修、相談窓口の設置 など

１年に１回はストレスチェックを行う

ことで、前年度との比較が可能になり

ます。また、比較を行う事で、行った

対策の効果を知ることもできます。

継続的改善

メンタルヘルス対策の現

状を確認しましょう。ま

た、ストレスチェックの

集団結果をもとに職場の

ストレス状況がどんなも

のかを把握することも大

切です。
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